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おしらせHOTコーナー　案内 
　
平
成
２１
年
第
４
回
八
潮
市
議
会
定
例
会

を
１１
月
３０
日
豺
か
ら
１２
月
１７
日
貅
ま
で
開

催
し
ま
す
。
 

一
般
質
問
日
＝
１２
月
１４
日
豺
〜
１６
日
貉
 

※
一
般
質
問
と
は
、
議
員
が
市
の
事
務
全

般
に
つ
い
て
、
執
行
機
関
か
ら
現
在
の
状

況
や
こ
れ
か
ら
の
考
え
を
聞
く
こ
と
。
 

R
各
日
４２
人
（
先
着
順
）
 

J
議
事
調
査
課
蕁
A
２
７
７
 

  　
工
業
統
計
調
査
は
、
製
造
業
を
営
む
す

べ
て
の
事
業
所
を
対
象
に
行
わ
れ
ま
す
。
 

１２
月
下
旬
か
ら
平
成
２２
年
１
月
に
か
け
て

統
計
調
査
員
が
お
伺
い
し
ま
す
の
で
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

J
企
画
経
営
課
蕁
A
２
３
３
 

   　
県
で
は
、
次
の
と
お
り
就
学
支
度
金
を

支
給
し
て
い
ま
す
。
 

N
次
の
要
件
に
す
べ
て
該
当
す
る
方
 

盧
母
子
家
庭
の
母
、
父
子
家
庭
の
父
ま
た

は
父
母
の
な
い
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
 

盪
お
子
さ
ん
が
平
成
２２
年
４
月
に
中
学
校

入
学
予
定
 

蘯
市
民
税
非
課
税
世
帯
 

盻
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
な
い
世
帯
 

K
通
帳
な
ど
振
込
先
が
確
認
で
き
る
も
の
 

支
給
額
　
１
万
円
 

M
子
育
て
支
援
課
で
配
布
す
る
申
請
書
を

記
入
の
う
え
、
１２
月
２８
日
ま
で
に
子
育
て

支
援
課
（
蕁
A

２
０
９
）
へ
※
期
限
を
過

ぎ
る
と
、
申
請
の
受
け
付
け
が
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
 

  　
家
屋
を
新
築
ま
た
は
増
改
築
し
た
場
合
、

固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。
そ
の
税

額
を
算
出
す
る
た
め
、
市
の
職
員
に
よ
る

「
家
屋
調
査
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
調

査
に
あ
た
っ
て
は
、
家
屋
の
内
部
（
間
取

り
・
設
備
）
等
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

　
ま
た
、
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
家
屋
、

取
り
壊
し
を
し
た
家
屋
が
あ
り
ま
し
た
ら

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
 

J
資
産
税
課
蕁
A
３
０
２
 

  　
平
成
２２
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
償

却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
は
、
１
月
２０

日
（
法
定
期
限
は
１
月
３１
日
）
ま
で
に
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。
平
成
２１
年
中
に
事
業

を
廃
止
し
た
方
、
資
産
の
増
減
の
な
い
方

も
申
告
が
必
要
で
す
。
 

　
な
お
、
平
成
２２
年
度
の
申
告
か
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
電
子
申
告
の
受
け
付
け
も

開
始
し
ま
し
た
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

電
子
申
告
の
利
用
方
法
な
ど
の
詳
細
は
、

eLTAX

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://www.eltax.jp

）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
 

※
償
却
資
産
と
は
　
法
人
や
個
人
で
、
工

場
や
商
店
、
事
務
所
な
ど
を
経
営
さ
れ
て

い
る
方
の
事
業
用
資
産
、
ま
た
事
業
用
資

産
と
し
て
貸
し
付
け
て
い
る
構
築
物
、
機

械
、
工
具
お
よ
び
備
品
な
ど
の
資
産
（
自

動
車
税
お
よ
び
軽
自
動
車
税
の
対
象
の
も

の
を
除
く
）
 

J
資
産
税
課
蕁
A
４
１
２
 

  　
市
で
は
、
「
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制

度
」
ま
た
は
「
八
潮
市
商
工
会
特
定
退
職

金
共
済
制
度
」
に
新
規
加
入
さ
れ
た
事
業

者
に
、
掛
金
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。
 

N
市
内
の
事
業
者
で
次
の
要
件
に
す
べ
て

該
当
す
る
方
 

●
事
業
を
１
年
以
上
継
続
し
て
い
る
こ
と

●
従
業
員
が
５０
人
以
下
で
あ
る
こ
と
 

●
補
助
金
交
付
申
請
時
に
納
期
が
き
た
市

税
を
完
納
し
て
い
る
こ
と
 

補
助
期
間
　
新
規
加
入
契
約
月
か
ら
２４
カ

月
間
 

補
助
対
象
経
費
　
平
成
２１
年
１
月
（
ま
た

は
加
入
月
）
か
ら
１２
月
（
ま
た
は
補
助
期

間
満
了
月
）
ま
で
に
支
払
っ
た
掛
金
で
補

助
期
間
内
の
も
の
 

補
助
額
　
加
入
者
が
５
人
ま
で
の
事
業
所

は
掛
金
の
３０
パ
ー
セ
ン
ト
、
６
人
か
ら
５０

人
ま
で
の
事
業
所
は
掛
金
の
２０
パ
ー
セ
ン

ト
の
額
（
た
だ
し
、
掛
金
は
月
額
５
０
０

０
円
を
上
限
と
し
計
算
）
 

M
平
成
２２
年
１
月
１２
日
か
ら
２５
日
ま
で
に

商
工
観
光
課
（
蕁
A
３
３
６
）
へ
 

※
申
請
期
間
を
厳
守
し
て
く
だ
さ
い
。
 

   　
市
で
は
、
身
寄
り
の
な
い
未
成
年
者
の

就
職
を
支
援
す
る
た
め
、
市
長
が
身
元
保

証
人
と
な
る
「
身
寄
り
の
な
い
未
成
年
者

の
就
労
に
係
る
身
元
保
証
制
度
」
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
 

N
両
親
が
死
亡
や
所
在
不
明
、
若
し
く
は

両
親
が
保
証
人
に
な
れ
な
い
と
認
め
ら
れ

る
方
、
ま
た
は
、
児
童
養
護
施
設
・
児
童

自
立
支
援
施
設
な
ど
児
童
福
祉
施
設
に
入

所
し
た
こ
と
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
、
親
族

の
支
援
が
受
け
ら
れ
な
い
未
成
年
者
で
、

次
の
要
件
を
満
た
す
方
 

①
公
共
職
業
安
定
所
や
学
校
、
児
童
福
祉

施
設
な
ど
の
職
業
紹
介
で
、
市
内
に
就
職

が
内
定
し
て
い
る
こ
と
。
 

②
身
元
保
証
契
約
時
に
お
い
て
、
市
内
に

住
所
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
 

保
証
期
間
　
３
年
以
内
 

O
●
身
元
保
証
契
約
は
、
八
潮
市
長
と
雇

用
主
が
締
結
 

●
被
保
証
人
が
故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失

に
よ
り
、
雇
用
主
に
業
務
上
の
損
害
を
与

え
た
場
合
、
市
が
１
契
約
３０
万
円
を
限
度

と
し
て
賠
償
 

J
商
工
観
光
課
蕁
A
３
３
６
 

  　
市
で
は
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
就
学
が

困
難
な
児
童
に
対
し
、
義
務
教
育
を
円
滑

に
受
け
ら
れ
る
よ
う
学
用
品
費
等
の
経
費

の
一
部
を
援
助
し
て
い
ま
す
。
 

N
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
世
帯
の
方
 

▼
市
民
税
の
非
課
税
世
帯
▼
母
子
家
庭
の

児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯
▼
国
民
年
金
保

険
料
の
免
除
世
帯
▼
保
護
者
が
失
業
中
、

若
し
く
は
職
業
が
不
安
定
な
ど
の
理
由
に

よ
り
生
活
が
大
変
困
窮
し
て
い
る
と
教
育

委
員
会
か
ら
認
め
ら
れ
た
世
帯
 

O
学
用
品
費
、
通
学
用
品
費
、
校
外
活
動

費
、
修
学
旅
行
費
、
給
食
費
、
医
療
費
（
学

校
保
健
法
施
行
令
に
よ
る
疾
病
）
 

※
生
活
保
護
受
給
世
帯
は
修
学
旅
行
費
、

医
療
費
の
み
援
助
 

M
学
校
ま
た
は
教
育
委
員
会
教
育
総
務
課

で
配
布
す
る
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

の
う
え
、
通
学
し
て
い
る
学
校
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
 

J
教
育
総
務
課
蕁
A
３
６
１
 

  　
機
械
設
備
点
検
・
修
繕
の
た
め
、
休
館

し
ま
す
。
 

Q
１２
月
２１
日
豺
〜
平
成
２２
年
２
月
８
日
豺
 

J
市
民
温
水
プ
ー
ル
蕁
９３６
・
６
８
２
４
 

Q

L

O

K

R

M

J

N

P

就
学
援
助
 

八
潮
市
議
会
定
例
会
の
傍
聴
 

家
屋
調
査
に
ご
協
力
を
 

市
民
温
水
プ
ー
ル
の
臨
時
休
館
 

中
小
企
業
退
職
金
共
済
掛
金
補
助
制
度
 

償
却
資
産
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
 

工
業
統
計
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
 

身
寄
り
の
な
い
未
成
年
者
の
 

就
労
に
係
る
身
元
保
証
制
度
 

ひ
と
り
親
家
庭
児
童
就
学
 

支
度
金
支
給
制
度
 

　
市
役
所
な
ど
の
公
共
施
設
が
左
表
の
と
お
り
閉
庁
・
閉
館
と
な
り
ま
す
。
ご
不
便
を
お
か
け

し
ま
す
が
、
ご
了
承
願
い
ま
す
。
 

公
共
施
設
の
閉
庁
・
閉
館
等
 

　
こ
の
時
期
は
、
ご
み
の
量
が
多
く
、
収
集
時
間
が
通
常
と
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

当
日
の
朝
８
時
ま
で
に
、
必
ず
お
出
し
く
だ
さ
い
。
　
　
J
環
境
リ
サ
イ
ク
ル
課
蕁
B
２
３
４
 

ゴ
ミ
の
回
収
日
 

分　　類 地　　区 12月 
年内最終日 

1月 
年始開始日 

燃えるごみ 

資源ごみ 

（ビン・カン、） 紙・布類 

燃えないごみ 
・ 

有害ごみ 

ペットボトル 

月・木曜日地区 28日（月） 4 日（月） 

火・金曜日地区 29日（火） 5 日（火） 

水・土曜日地区 

市役所　　※１ 

施　　設　　名 

蕁996-2111

30日（水） 6 日（水） 

火曜日地区 22日（火） 5 日（火） 

水曜日地区 23日（水） 6 日（水） 

木曜日地区 24日（木） 7 日（木） 

金曜日地区 25日（金） 8 日（金） 

月曜日地区 14日（月） 11日（月） 

火曜日地区 15日（火） 12日（火） 

水曜日地区 16日（水） 13日（水） 

木曜日地区 17日（木） 14日（木） 

金曜日地区 18日（金） 15日（金） 

第1・第3週　地区 19日（土） 16日（土） 

第2・第4週　地区 26日（土） 9 日（土） 

月曜日地区 
21日（月） 
ビン・カン類＋紙・布類 

28日（月） 
ビン・カン類 

4 日（月） 

※ビン・カン類と
紙・布類は､別々
の車両で収集
しています。 

※１出生・結婚・死亡などの届け出は、いつでも市役所東側宿直室で受け付けます。 
※２文化スポーツセンターとエイトアリーナは、12月28日（月）は、午後5時以降閉館となります。 

26
12月 1月 

土 

27
日 

28
月 

29
火 

30
水 

31
木 

1
金 

2
土 

3 4

市役所駅前出張所 蕁999-0840

文化スポーツセンター 蕁996-5126

エイトアリーナ 蕁999-7011

わんぱる 蕁999-0321

リサイクルプラザ 蕁997-6696

ゆまにて 蕁996-0123

保健センター 蕁995-3381

やすらぎ 蕁997-8544

教育相談所 蕁995-0077

コミュニティセンター 蕁936-0507

八幡公民館 蕁995-6216

八條公民館 蕁994-3200

八幡図書館 蕁995-6215

八條図書館 蕁994-5500

やしお生涯楽習館 蕁994-1000

八潮メセナ 蕁998-2500

八潮メセナ・アネックス 蕁997-3777

資料館 蕁997-6666

寿楽荘 蕁995-2847

すえひろ荘 蕁936-9181

市民温水プール 蕁936-6824

休日診療所 蕁995-3383

5
日 月 火 

※２ 

※２ 

＝閉庁・閉館日 


